
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

臨
時
福
祉
給
付
金

申
請
が
始
ま
り
ま
す

　

４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
い
、所
得
の
低
い
方
々
や
子
育
て

世
帯
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。（
支
給
は
、平
成
26
年
度
１
回
限
り
）

郵
送
、
ま
た
は
健
康
福
祉
課
福
祉
室
窓

口
で
受
付
け
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
７
月
下
旬
に
対
象
者
と

思
わ
れ
る
本
人
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

給
付
金
の
給
付
を
よ
そ

お
っ
た「
振
り
込
め
詐
欺
」

や「
個
人
情
報
の
搾
取
」

に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

役
場
や
厚
生
労
働
省
の
職
員
が　

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る

●
手
数
料
の
振
込
み
を
求
め
る

　

こ
の
よ
う
な
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
、
ま
た
は
郵
便
が
届
い
た
時
は
、

迷
わ
ず
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎
連
絡
先

渋
川
警
察
署
☎
23
・
０
１
１
０

警
察
相
談
専
用
電
話
☎
＃
９
１
１
０

給
付
金
詐
欺
に
ご
注
意

!

配偶者からの暴力を理由に避難し、吉岡町に居住されている人は、基準日現在町に住所が
なくても、一定の書類で要件が確認できれば吉岡町から支給を受けることができます。

吉岡町施設などへ入所措置がとられている人の「臨時福祉給付金」は、世帯の代表者でなく、
ご本人あてに町から給付します。

給付金の支給を受けたのち、所得や扶養状況の変更、その他の理由により需給要件に該当
しないことが確認された場合、給付金を返還していただく場合もあります。

８
月
１
日
㊎
〜
11
月
４
日
㊋

申
請
期
間

申
請
方
法

次
の
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん

臨時福祉給付金

受給条件

対象と
ならない人

支 給 額

支　給
対象者

子育て世帯臨時特例給付金

基準日（平成26年１月１日）において吉岡町に住民登録されている人
※基準日に吉岡町に住民登録がない人は、基準日時点の住民登録市町村あてに申請をお願いします。

平成２６年１月分の児童手当・特例給付の
支給を受けた人

支給方法 口座振込（児童手当振込口座）原則口座振込

平成２６年度町県民税（均等割）が非課税の人

●平成２５年中の所得が児童手当の所得制限限度
　額以上の人
●臨時福祉給付金の対象となる人
●基準日現在、生活保護制度の被保護者となってい
　る人

●ご自身を扶養している人に平成２６年度町県民税
　（均等割）が課税されている人　
●基準日現在、生活保護制度の被保護者となってい
　る人
●支給の決定を受ける前に亡くなった人

必要書類
・ 振込口座を児童手当振込口座以外に希望する人は
　申請者の通帳、キャッシュカードの写しなど
・ 公務員は職場から配布された「子育て世帯臨時特例
　給付金申請書」および「児童手当受給状況証明書」

・ 本人確認書類（運転免許証、健康保険証、パスポー
　トの写しなど）
・ 口座確認書類（通帳、キャッシュカードの写しなど）

支給対象となった児童１人につき　10,000円
※ただし、『臨時福祉給付金』の対象となる児童、基
　準日現在、生活保護制度の被保護者となっている
　児童、亡くなった児童は除く

対象者１人につき　１０，０００円
ただし、つぎの人は１人につき　１5，０００円
○老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など
　の受給者
○児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者

ご注意ください！

厚
生
労
働
省

給
付
金
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

※

２
つ
の
給
付
金
を
重
複
し
て
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
要
件
を
満
た
す
人
は
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

　

の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」の
申
請
を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

２2014. ７▼問合せ先　健康福祉課 福祉室　☎ 26 ̶2247（直通）



　平成 26年８月１日から、よしおか温泉リバートピア吉岡の入館料が改定となります。
　改定は、燃料費などの高騰、消費税率改正、老朽化に伴う施設の更新などに対応するためのものです。
　今後も、サービス向上や施設の充実を図り、より一層、利用者の方々に喜ばれる施設づくりを目指していきます。
　皆様のご来館を心よりお待ちしております。

※リバートピア吉岡の入館料は、指定管理者である㈱吉岡町振興公社が、条例の範囲内において町長の承認を受けて定めます。
  （地方自治法第 244 条の 2第 9項、よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例第 5条第２項）

よしおか温泉リバートピア吉岡 入館料改定のお知らせよしおか温泉リバートピア吉岡 入館料改定のお知らせ

問合せ先：よしおか温泉リバートピア吉岡 ☎55-4126
　　　　　役場財務課財政室 ☎26-2236（直通）

１日券

休日２時間券

平日４時間券

　　１日券

　　時間券

食事付入館券

ほろ酔い食事付入館券

通年券（年間）

通年券（半年間）

現行料金

摘　　要

開館から閉館

２時間

４時間

11枚綴り（1日券）

11枚綴り(休日2時間・平日4時間）

食事700円分付

食事付入館券＋酒600円分付

500

300

300

5,000

3,000

1,000

1,500

300

200

200

3,000

2,000

800

ー

35,000

18,000

大　人 小人および
身体障害者

新料金（８月１日から）

摘　　要

開館から閉館

４時間券（休日・平日）

11枚綴り（1日券）

11枚綴り(4時間券）

食事850円分付

500

400

5,000

4,000

1,100

300

200

3,000

2,000

900

  

大　人 小人および
身体障害者

（円） （円）

入館料の新旧一覧表　

現在お持ちの通年券・回数券の取り扱いに
つきましては、リバートピア吉岡にお問合
せください。

回 

数 

券

47,000

23,500

販売取りやめ

３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

　

国
民
年
金
に
は
、所
得
が
少
な
く
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
免
除
に
は
、
一
定
の

基
準
が
あ
り
、
所
得
に
応
じ
て
保
険

料
の
金
額
が
、
全
部
、
ま
た
は
一
部

免
除
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
30
歳
未
満
の
人
が
納
付
を

全
額
猶
予
さ
れ
る
若
年
者
納
付
猶
予

制
度
も
あ
り
ま
す
。

　　

今
年
４
月
か
ら
、
２
年
１
ヵ
月
前

の
月
分
ま
で
遡
っ
て
免
除
申
請
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
で
あ
っ

た
が
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
な
ど
の

人
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
は
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の
納

付
、
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ

り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
保
険
料
を

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
け
な

い
人
に
対
し
て
、
電
話
、
書
面
、
面

談
に
よ
り
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く

よ
う
案
内
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る

る
と
、
強
制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ

て
督
促
を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限

ま
で
に
納
付
が
無
い
場
合
は
、
延
滞

金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付

義
務
が
あ
る
人
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
め
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

▼
相
談
・
問
合
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

役
場
健
康
福
祉
課 

保
険
室　

☎
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）　

国
民
年
金
保
険
料「
月
額
１
５
，２
５
０
円
」

 

免
除
申
請
受
付
は
７
月
１
日
か
ら

26
年
度

要
チ
ェ
ッ
ク
！

新
し
い
制
度

　
免
除
や
猶
予
の
申
請
は

毎
年
必
要
で
す
。

今
年
度
も
引
き
続
き
免
除
や

猶
予
を
希
望
す
る
人
は
、

忘
れ
ず
に
申
請

し
ま
し
ょ
う



今
年
度
か
ら
よ
り
便
利
に

☆
次
の
①
②
を
み
た
す
人
は
、
申

請
手
続
き
を
省
略
し
、
新
し
い

認
定
証
を
職
権
で
交
付
し
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
、
認
定
証
と
保

険
証
を
同
封
し
郵
送
し
ま
す
。

①
前
年
度
に
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受

け
現
在
も
該
当
し
て
い
る

②
平
成
26
年
度
も
引
き
続
き
住
民

税
非
課
税
世
帯
に
該
当
す
る

短
期
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

保
険
料
の
滞
納
状
況
に
よ
り
、

通
常
の
有
効
期
間
（
１
年
間
）
よ

り
有
効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証

を
交
付
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

さ
ら
に
特
別
な
理
由

が
な
く
、
納
付
状
況
が

改
善
し
な
い
と
き
は
、

医
療
費
が
い
っ
た
ん
全

額
負
担
に
な
る
「
資
格

証
明
書
」
を
交
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

４2014. ７

保険料が変わります
　75 歳になると、それまで加入していた医療保険の資格を失い、後期高齢
者医療制度の被保険者となります。
　後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で計算され、一人ひとりに納め
ていただきます。
　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応
じて決まる「所得割額」の合計額となります。
　基準となる均等割額と所得割率は、群馬県で均一となっており、２年ごと
に見直され、改定となります。平成 26・27 年度は以下のとおりです。

年間保険料
（限度額は57万円）
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年間間間間間間間保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料

（（（（（（（（（（（限限度度度度額額額はははははははははは55555557777777777777777777万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円
年間保険料

（限度額は57万円）
均等割額
43,600円

※軽減に該当する人は軽減額をひいてください。

変更前の均等割額は42,700円
　　　　所得割率は８．４８％（　　　　　　　　　　　）

群馬県で均 となっており、２年ごと
66・2727 年度は以下のとおりです。年度は以下のとおりです。

円円）））））））））））））） 43,600円4

軽減額をひいてください。

変変変
　

所得に応じて計算

等しく負担

＝ ＋
所得割額
（総所得金額等－３３万円）× 8.60％

所得割率
00円

に応じて計算

円）×  888...666000％％％
所得割率所所得得割割率率

　

 
８
月
１
日
か
ら 

紫
色
の
保
険
証 

に
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

保
健
医
療
機
関
な
ど
で
提
示
す

る
【
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
】
が
８
月
１
日
か
ら
新
し
く
な

り
ま
す
。

　

紫
色
の
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
以
降
、
今
ま
で
の
緑
色
の

被
保
険
者
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

　

平
成
27
年
７
月
末
ま
で
の
自
己

負
担
割
合
は
、
同
一
世
帯
の
被
保

険
者
の
平
成
26
年
度
の
住
民
税
課

税
所
得
に
よ
り
判
定
さ
れ
ま
す
。

▼
住
民
税
課
税
所
得
が

１
４
５
万
円
以
上　

３
割
負
担

１
４
５
万
円
未
満　

１
割
負
担

　

※
判
定
で
３
割
負
担
に
該
当
す

る
人
で
も
、
平
成
25
年
中
の
収
入

額
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
申
請
に
よ
り
１
割
負
担

と
な
り
ま
す
。

①
被
保
険
者
が
世
帯
に
一
人
で
収

入
額
が
３
８
３
万
円
未
満

②
被
保
険
者
が
世
帯
に
２
人

　

以
上
で
、
収
入
額
合
計
が
５
２

　

０
万
円
未
満

③
世
帯
に
70
〜
74
歳
の
人
が
い
る

場
合
、
そ
の
人
と
被
保
険
者
の

収
入
額
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満

限
度
額
適
用
・

　
　

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
被
保
険

者
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
に
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
窓
口
で

支
払
う
医
療
費
や
入
院
時
の
食
事

代
な
ど
の
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効

期
限
は
、
７
月
31
日
で
す
。
引
き

続
き
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
８
月

中
に
新
し
い
認
定
証
の
交
付
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

役場健康福祉課 保険室 ☎ 26̶2249（直通）
群馬県後期高齢者医療広域連合 ☎ 027̶256̶7125

▶４ページの問合せ先
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